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 ９ 議員提出の意見書・議案に対する反対討論 

2014 年７月 11 日

日本共産党の村岡正嗣です。 

議第20号議案「憲法改正案の早期作成を求め

る意見書」について、反対の立場から討論しま

す。 

67年前に施行された日本国憲法は、侵略戦争

の反省に立ち、再び戦争の惨禍が起こることの

ないよう決意し、国民主権、戦争放棄、基本的

人権の尊重など、世界に誇るべき優れた内容と

なっています。 

戦後の日本は、憲法９条があったからこそ、

海外の戦争に一切加担することなく、平和国家

として国際社会から信頼を得てきました。施行

以来、憲法が一度の改定も行われなかったのは、

正に憲法の諸原則が国民の願いに沿ったもので

あり、改憲を許さない国民の不断の闘いがあっ

たからであります。 

本意見書案は、国会に対し、憲法改正案を早

期に作成することを求めていますが、憲法改正

の焦点が憲法９条の改悪にあることは明白です。

先日、安倍自公政権は、国民多数の反対を押し

切り、解釈改憲により集団的自衛権行使容認の

閣議決定を強行しました。これは立憲主義の否

定であり、海外での武力行使を禁じた憲法九条

を事実上なくすに等しい暴挙であります。 

さらに、明文改憲によって憲法９条そのもの

を改悪し、海外で戦争できる国づくりに全面的

に踏み出すことなど、断じて許されません。領

土問題や北朝鮮問題など、東アジアをめぐる厳

しい情勢がありますが、この地域では、東南ア

ジア友好協力条約など、軍事同盟によらない紛

争の平和的解決の枠組みづくりを進める新たな

流れが大きく広がっています。軍事的抑止力に

依存した安全保障の強化という考え方は、もは

や時代遅れと言うべきもので、国際間の緊張を

高めるものでしかありません。対話と信頼醸成

に立脚した外交努力によって様々な紛争を解決

すること、日本が憲法９条を生かした外交で東

アジアの平和の共同体づくりにイニシアティブ

を発揮してこそ、諸問題の解決が図られると考

えます。 

したがって、今、国会がやるべきことは、９

条をはじめとした憲法の基本原則が全面的に生

かされる政治を実現することにあります。憲法

改正案を早期に作成することではありません。 

以上、強く申し述べ、私の反対討論といたし

ます。（拍手起こる） 

 

○長峰宏芳議長 

 ほかに発言通告がありませんので、討論は終

了いたしました。 


